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① 介護休業

※介護休業の撤回は 2回まで

休業開始予定日の２週間前までに「介護休業申出書」に
より申請
要介護者１人につき介護部分休業と合わせて186日の範
囲内、３回分割取得可
必要に応じ各種証明書等を提出する場合あり
所属を通して総務課人事
休業中は無給ですが、最長３ヶ月間、雇用保険から介護
休業給付金が支給されます。詳細は総務課人事にお尋ね
ください。

申請方法

申請条件

提出書類等
提 出 先

備　　考

対象となるのは以下の要介護者です。
１） 配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）
２） 父母
３） 子
４） 配偶者の父母
５） 祖父母、兄弟姉妹又は孫
６） 職員と同居し、事実上父母及び子と同様の関係に
あると認められるもので、育児・介護休業規程で
定める者
上記の者で負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の
期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者。

①要介護者を介護する職員に与えられる休暇です。

②必要に応じて１回に限って介護休業を延長できます。

③介護休業期間終了前に当該要介護者を介護しなくなったときや産前産後の
休暇を取得したときや負傷、疾病等により介護できない状態になったとき
等、介護休業が失効しますので「介護状況変更届」により届け出る必要が
あります。
　（必ず、総務課人事にご相談ください。）

介護休業期間終了の２週間前までに、「介護休業申出
書」により申し出る
延長申請ができるのは１回のみ
所属を通して総務課人事

申請方法

申請条件等
提 出 先

参照：育児・介護休業規程












